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登録用DB

【消費者庁の役割】
・自ら対応ないし関係機関
　との対応協議
・国民への緊急案件の公表
・事故情報分析ネットワーク
　を利用した原因究明・追跡
　調査

【国民生活センターの役割】
・登録データの検証
・消費者庁への検証結果の提供
・調査（追跡）・分析、
　商品テスト（原因究明）
・国民への情報提供

関係機関
(省庁等）

国民生活
センター

消費者庁

国民

凡例

：事故情報登録 ：事故情報検索

：データの流れ

検索、集計用DB

国民生活センター
WEBサイト

国民からの事故情報提供
・国民は事故情報を国民生活センターWEB
サイトから登録できる。
登録時は、氏名、住所、電話番号、メール
アドレスを登録。

【関係機関の役割】
・所有する事故情報の提供
・所管に関する事故への対応

公表用DB
抽出変換

事故情報DB（登録用）
・事故情報DBには、関係機
　関、国民からの事故情報
　データが登録される。

抽出
・国民への公表用DBへの
　登録可否のルールは消
　費者庁が設定。

事故情報登録 事故情報検索

変換
・データ項目やフォーマット
　を変換し、事故情報DBの
　フォーマットに揃える。

事故情報データバンク

国民の利用
・国民は国民生活センターWEBサイトか
ら公表用データベースを利用（検索等）
することができる。

検索条件入力画面
検索結果画面
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事故情報の登録画面
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ヒヤリハット情報の登録画面
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登録メニュー画面
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